
本県の子どものむし歯の状況は全国的に見ると
決して良いものではありません。
そこで福島県では２８年度から、フッ化物洗口

によりむし歯予防を実施しており、県内市町村の
４歳以上の未就学児、小学生が対象です。（施設
単位での実施となります）   フッ化物洗口とは、
フッ化物（歯磨き剤にも配合されています）を溶
かした洗口液によって、１分間（小学生は週１回、
就学前児は複数回）うがいする方法で、厚労省の
ガイドラインに沿った実施により安全かつ効果の
あるむし歯予防法です。現在全国で１２０万人以
上の児童・生徒が実施しています。
福島県歯科医師会は、県下でフッ化物洗口をよ

り推進するためのお手伝いをさせていただいてお
ります。

フッ化物洗口事業について 8020運動を実践しよう
８０２０運動とは･･･
「８０歳になっても自分の歯を２０本以上保とう」

という運動です

福島県では、平成４年から県と県歯科医師会の主催で「歯っぴいラ
イフ８０２０」運動が始まりました。平成１３年度の８０２０達成者
は２４３人でしたが、今年度の達成者は８０７人と３倍を超える方々
が達成されております。
　全国の状況を見ますと、８０２０達成者率は５１．２％と、2人に１
人が８０歳以上で２０本以上の歯を有しています。私たちは、今後も
８０２０達成者率向上に、日々努力してまいります。

はちまるにいまる


